






令和６年度 第２回 理事会 議案 

 

日 時 令和６年９月３０日午前１０時から 

会 場 総合支援センター会議室 

 

 

１ 報告事項 

⑴ 業務執行状況                        

                    

 

２ 議案 

⑴ 第１号議案 就業規則の一部改正について        

⑵ 第２号議案 パート・有期契約職員就業規則の一部改正について        

⑶ 第３号議案 パート・有期契約職員賃金規程の一部改正について 

⑷ 第４号議案 海老本部長の雇用更新について 

 

 

                      

 



第１号議案 

就業規則の一部改正について 

 

 

 

別表１  職員の始業及び終業時刻等の追加 

 

勤務形態 表記記号 始業時刻 終業時刻  休憩時間 

遅出勤８ ▽8 10:15 19:00 14:00 ～ 15:00 

 

令和 6年 10月 1日施行 



第２号議案 

パート・有期契約職員就業規則の一部改正について 

 

(採用) 

第４条２項の追加 

 

令和６年１０月１日から適用する。 

 

新旧対照表                        下線部分改正点 

新 旧 

（採用） 

第４条  

２ 職員として採用された者は、採用

された日から２週間以内に次の書類

を提出しなければならない。 

①～⑦ 省 略 

⑧ 社会保険加入の職員について、基

礎年金番号が確認できる書類（年金手

帳または基礎年金番号通知書など）及

び健康診断書（入社日前３ヵ月前のも

の、もしくは入社日以降健康診断を行

い２週間以内に提出する。） 

⑨～⑩ 省 略 

⑪正職員の通常の労働時間の４分の３

以上勤務し、引き続き１年以上使用さ

れ、または使用することが予定されて

いる職員に対しては、健康診断書（入社

日前３ヵ月前のもの、もしくは入社日

以降健康診断を行い２週間以内に提出

する。入社日以降行うものについての

費用は法人負担とする） 

 

 

 

（採用） 

第４条  

２ 職員として採用された者は、採用

された日から２週間以内に次の書類

を提出しなければならない。 

①～⑦ 省 略 

⑧ 社会保険加入の職員について、基

礎年金番号が確認できる書類（年金手

帳または基礎年金番号通知書など）及

び健康診断書（入社日前３ヵ月前のも

の、もしくは入社日以降健康診断を行

い２週間以内に提出する。） 

⑨～⑩ 省 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号議案 

パート・有期契約職員賃金規程の一部改正について 

 

(採用) 

第１１条の２の改正、第１１条の３の削除 

 

令和６年４月１日から適用する。 

 

新旧対照表                        下線部分改正点 

新 旧 

（福祉・介護職員等処遇改善加算手当） 

第１１条の２ 福祉・介護職員等処遇

改善加算手当は、福祉・介護職員等処

遇改善加算を原資として支給する。 

２ 支給額は、個別に決定した上で支

給する。 

３ 支給額については、交付額の変動

が予想されることから、適宜見直し

を行うことができる。 

４ 交付額に不足が出た場合は処遇改

善加算の一部を原資とすることがで

きる。交付額が余った場合には、一時

金として交付額を上回るように支給

するものとする。 

 

（特例手当） 

第１１条の３ 削 除 

 

 

 

 

（特定手当） 

第１１条の２ 特定手当は、福祉・介護

職員処遇改善特別手当を原資として

支給する。 

２ 支給額は、職員は年収 440 万円未

満の職員に対して個別に決定した上

で年 3回に分けて支給する。 

３ 支給額については、交付額の変動

が予想されることから、適宜見直し

を行うことができる。 

 

（特例手当） 

第１１条の３ 特例手当は、福祉・介護

職員処遇改善支援補助金（令和４年

１０月以降は新たな処遇改善加算）

を原資として支給する。但し、令和４

年２月と３月については一時金とし

て支払う。 

２ 支給額は、常勤職員は個別に決定

した上で支給する。 

３ 支給額については、交付額の変動

が予想されることから、適宜見直し

を行うことができる。 

４ 年度末に調整額が生じた場合は一

時金として支給する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 



第４号議案 

 

海老本部長の雇用更新について 

 

就業規則 （役職降任）第３４条の２の３項 

 

前項の当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任によ

り運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を

得て、前項の年齢を１年ごとの更新で、最長６５歳までとすることができる。 

 ただし、本部長においては、降任により運営に著しい支障が生ずると認められる

事由がある場合は、理事会の承認を得て、さらに１年ごとの更新ができるものと

する。 

 

（事由） 

・私、海老郁夫は今年度をもって６５歳の年齢に達する時期にあるため、次期本

部長を担う人材について検討しましたが、私が今年度末で後任することで法人運

営に著しい支障が生ずると判断し、さらに１年の更新をさせていただくことにつ

いてお諮りいたします。 


